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甲府市農業委員会６月定例総会議事録 

 

１．日  時  令和２年６月２９日（月曜日）午後２時００分から午後２時２５分 

 

２．会  場  甲府市南公民館 

 

３．出席委員（18名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之  3番 矢﨑 正勝    4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子  6番 田中 由美  7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫 

9番 菊島  建  10番 關野  登 11番 森  信二  12番 花形 満寛 

13番 末木 瑞夫  14番 土屋 正人 16番 小林 雅宗  17番 山本  一 

 

４．欠席委員（1名）  

15番 萩原 爲仁 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 石川  満 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

係 長 青木  進 

主 事 一ノ瀬 匠 

   振興係 係 長 牧野 公治 

  技 師 井上 健洋 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 令和２年７月告示分農用地利用集積計画について 

議案第５号 令和３年度山梨県農業行政施策に関する意見書について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 
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報告第４号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号 農地法第４条第１項の規定による届出について（許可不要） 

報告第６号 耕作土搬入届出について 

報告第７号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後 2時 00分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、令和２年６月定例総会を始めます。 

本日の総会は、農業委員定数 19名中 18名が出席し、過半数に達しておりますので、

農業委員会等に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立していること

をご報告いたします。 

つづきまして、西名会長よりごあいさつをいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長

が議長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会 6 月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参ります。 

   まず始めに、6月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により 1番の保坂敬

夫委員と、2番の福島昌之委員のお二人にお願いしたいと思います。 

今月も、先月に引き続き新型コロナウイルス蔓延予防のため、時間短縮に努めて参

ります。先ほど事務局とも打ち合わせをした際に、すべての案件について事前の質問

はないとの報告を受けておりますので、委員からのご意見、ご質問は省略させていた

だきます。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

それでは議案審議を始めます。議案第 1 号農地法第 3 条の規定による許可申請につ

いて審議いたします。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 3 条許可申請は有償移転が 1 件ございまして、第 3 条の資格要件を全て満

たしております。議案書 1ページの 1番をご覧ください。申請地の所在、地目、面積、



 3 

譲渡人、譲受人については、議案書記載のとおりです。善藤公民館から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面、北面は用悪水路、南面、西面は農地となっております。

譲受人は、○○○○○○○○○○○○○○○○を行っているが、申請地が立地条件に

適していることから、取得し○○○○○○○したいとのことです。譲受人の現在の経

営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、申請地には○○○○

○○○を行なう計画です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

冒頭で説明しました通り、事前に質問や意見もありませんでしたので、採決をさせ

ていただきます。議案第１号農地法第 3 条の規定による許可申請に賛成の方は、挙手

をしてください。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成の挙手をいただきましたので、議案第 1 号は許可書の交付をしてまいり

ます。 

   つづいて、議案第 2 号は農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請について審議い

たします。事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 4 条許可申請は 3 件でございます。議案書 2 ページの 1 番、地図は 1 ページ

の 4条№1をご覧ください。申請地の所在、地目、面積、申請人については、議案書記

載のとおりです。堂前橋から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、北面、南面は

宅地、西面は道路となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人

は、平成○○年頃より、申請者が○○○○○○○として転用していたことから、今回

始末書添付による申請となります。 

続きまして、議案書 2番、地図は 2ページの 4条№2をご覧ください。申請地の所在、

地目、面積、申請人については、議案書記載のとおりです。玉諸神社北交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路、南面は農地、西面は宅地、北面は宅地

及び雑種地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、近

隣で○○○○○○○しており、○○○が不足しているため、申請地を○○○○○○○

○○○○○○○として転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 3番、地図は 3ページの 4条№3をご覧ください。申請地の所在、

地目、面積、申請人については、議案書記載のとおりです。西下条町中交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面、西面、北面は道路、南面は雑種地となってい

ます。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、申請地を○○○○○○○

○○○ため、計画面積○○○㎡に○○○○○○○○○○し、土地の有効活用を図りた

いとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○○○する予定です。以上でござ
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います。 

○議長（西名会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

議案第 2 号についても、特にご質問の報告は受けておりませんのが、念のために質

問や意見があればお願いします。なければ採決をさせていただきますが、いかがでし

ょうか。 

    ≪ 質問・意見なし≫ 

それでは、特別質問、意見等もないようなので、採決をさせていただきます。議案

第 2号農地法第 4条の規定による許可申請に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成の挙手をいただきましたので、議案第 2号は決定してまいります。 

1番の案件については 1,000㎡未満の案件ですので、許可証の交付をしてまいります。

それ以外の案件について 1,000 ㎡以上の案件となりますので許可相当ということで、

県農業会議に諮問してまいります。 

   つづいて、議案第 3 号は農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請について審議い

たします。事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 5 条許可申請は、所有権移転が 2 件、賃貸借が 1 件となります。議案書 3 ペ

ージの 1 番、地図は 4 ページの 5 条№1 をご覧ください。申請地の所在、地目、面積、

譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。雇用促進住宅東交差点から○○

ｍほど○○に位置する農地で、東面、北面は道路、南面は宅地、西面は農地となって

います。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は、現在の○○○○○とな

ったため、申請地を取得し、○○○○○○○したいとのことです。転用後は○○○○

○○○○○○○する予定です。 

続きまして議案書 2 番、地図は 5 ページの 5 条№2 をご覧ください。申請地の所在、

地目、面積、賃貸人、賃借人については議案書記載のとおりです。鎌田川大橋から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面、南面、北面は農地、西面は雑種地となってい

ます。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。賃借人は○○○○○○○○○してい

るが、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○を必要とするため土地選定していたところ、申請地が

立地条件及び利便性に適していることから、賃借し○○○に一時転用したいとのこと

です。なお、転用期間は令和○年○月○日から○か月となります。 

続きまして、議案書 3番、地図は 5ページの 5条№3をご覧ください。申請地の所在、

地目、面積、譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。間門川橋から○○

ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路、南面、西面、北面は農地となっています。
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農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は近隣で○○○○○○○○○○○○

○○○○しているが、○○○○○○のため移転を検討していたところ、申請地が立地

条件及び利便性に適していることから、○○に転用したいとのことです。以上でござ

います。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明が終わりました。 

   議案第 3 号についても、特にご質問の報告は受けておりませんが、念のためこの案

件にご質問等ありましたらお願いいたします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

   よろしいでしょうか。それでは、採決をさせていただきます。 

議案第 3号農地法第 5条の規定による許可申請に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員挙手 ≫ 

ありがとうございました。 

全員のご賛成をいただきましたので決定してまいります。議案第 3 号は全て 1,000

㎡未満の案件ですので、許可書の交付をして参ります。 

つぎに、報告第 1号から第 6号について、事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 4 ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、5条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、いずれの

案件も許可相当との答申を受けました。5 ページからは令和 2 年 5 月 21 日から令和 2

年 6月 19日までに受理しました相続等の届出や市街化区域における各種の届出を掲載

しております。なお、それぞれの転用目的や農地の所在、届出人等につきましては、

議案書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決により交付

済みとなっております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

報告第 1 号から第 6 号につきましては、報告事項ですので、ご了承をお願いいたし

ます。 

つぎに、議案第 4 号、令和 2 年 7 月告示分農用地利用集積計画について審議いたし

ます。また、関連がありますので、報告第 7 号農用地利用集積計画の解約についても

併せて説明してください。 

 

○事務局（井上技師） 

それでは説明に入ります。農地銀行を利用する案件は、新規設定 3 件の申し出があ

りました。議案書 15ページの表は、新規設定です。中道北・中道南地区からの申し出

があり、合計面積は 9,553 ㎡です。中段の表は、令和 2 年度の目標面積 109,300 ㎡に

対し、設定面積は 31,972 ㎡、達成率は 29％です。17 ページ 1 番から 19 ページ 3 番

は新規設定です。補足説明が必要となる案件はありませんので、個々の案件につい
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ては議案書記載のとおりとなっています。以上、全ての案件の借り手の経営地は、利

用権設定に必要な下限面積及び、農作業従事日数を超えており、耕作に供すべき農用

地のすべてを効率的に利用しております。これらを踏まえ、甲府市の農業経営基盤の

強化の促進に関する基本的な構想に適合していることから、農業経営基盤強化促進法

第 18条第 3項による借手の要件を満たしております。 

   引き続き、農用地利用集積計画の解約の報告です。議案書は 20ページをご覧くださ

い。今月は 3 件の解約となります。解約の内容、理由につきましては、記載のとおり

となっております。解約の届けが提出されましたので報告いたします。以上案件につ

いて説明を終わります。 

○議長（西名会長） 

   事務局から、説明が終わりました。今月は、所有権移転や新規就農者及び法人など

が関係する案件、もしくは特殊な案件がありませんので、地元委員からの説明はあり

ません。こちらも事前にご質問の報告は受けておりませんが、特別ありましたらお願

いいたします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、特別ないようですので、採決をさせていただきます。 

議案第 4号所有権移転および利用権設定に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の方の賛成の挙手をいただきましたので、議案第 4

号は決定させていただきます。なお、報告第 7 号については、報告事項ですのでご了

承をお願いします。 

つづいて、議案第 5 号令和 3 年度山梨県農業行政施策に関する意見書（案）につい

て審議いたします。山梨県への意見については、新型コロナウイルス蔓延予防により、

毎年行っているブロック会議を今年は中止としましたので、委員の皆様より、ご意見、

ご要望を書面でいただきました。それを事務局でまとめて、私と職務代理、事務局で

ひと通り目を通させていただき、本日の案として提出しました。それでは、事務局よ

り説明して下さい。 

 

〇事務局（牧野係長） 

議案書 21ページをご覧ください。県の意見については 3つの項目が指定されており

ます。一つ目は農地の有効利用対策。二つ目は担い手の育成確保と農業経営支援対策、

三つ目はこれら以外の対策です。それでは、朗読させていただきます。 

≪ 『令和 3年度山梨県農業行政施策に関する意見書』 朗読 ≫ 

   以上を、ご提案いたします。ご審議をお願いいたします。 

〇議長（西名会長） 

事務局から 説明が終わりました。 
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昨年の意見を参考に、全体的に見直しをして、昨年から引き続き強く要望すべきと

ころは、今年も文言を変えて記載してあります。鳥獣害対策や、農業施設の老朽化整

備なども残した意見です。こちらについても、委員の皆様から追加の意見等はいただ

いておりませんが、特別何かありましたらお願いいたします。 

≪ 質問・意見なし ≫  

〇議長（西名会長） 

それでは、県の方で指定された項目について取りまとめをさせていただきました。

ご意見もないようですので、採決をいたします。 

議案第 5号 について、賛成の方は挙手をしてください。 

≪ 全員挙手 ≫ 

〇議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

   全員の方の賛成の挙手をいただきましたので、令和 3 年度山梨県農業行政施策に関

する意見書については、山梨県農業会議に提出してまいります。 

   以上で、予定している案件は全て終了しましたが、その他で委員の皆様から特別何

かありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

特別ないようです。今月も新型コロナウイルス蔓延予防のため、総会の開催を円滑

に審議の進行をご協力いただきましたことに感謝申し上げます。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

午後 2時 25分 閉会 


